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１．土地改良長期計画の位置付け

○土地改良長期計画は、土地改良法の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・
農村政策審議会の意見を聴いた上で計画案を作成し閣議決定。

○計画期間は、五年を一期とし、土地改良事業の実施の目標及び事業量を決定。

土地改良法

第四条の二 農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、
政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画（以下「土地改良長期計画」という。）の案を作成し、閣議の
決定を求めなければならない決定を求めなければならない。

２ 土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実
施の目標及び事業量を定めるものとする。

３ 土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し
並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し かつ 国土資源の総合的な開発及び保全に資するように並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように
定めるものとする。

土地改良法施行令

（土地改良長期計画）（土地改良長期計画）

第一条の八 法第四条の二第一項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の
範囲内においてするものとする。

土地改良法施行規則

（土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別）

第五条の二 法第四条の二第二項 の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。

一 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更

土地改良法施行規則

二 農用地の利用上必要な農業用用排水施設（前号に掲げるものを除く。）及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画
整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業

三 農用地の保全のため必要な事業


